
７
月
末
か
ら
９
月
（
予
定
）
に
か

け
て
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

ム
機
構
（J-L

IS

）
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
が
順
次
送

付
さ
れ
ま
す
。
ま
だ
申
請
が
お
済
み

で
な
い
方
は
、
お
出
か
け
つ
い
で
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を
し

て
み
ま
せ
ん
か
。
顔
写
真
を
無
料
で

撮
影
す
る
ほ
か
、
申
請
書
の
申
請
完

了
ま
で
の
手
続
き
を
お
手
伝
い
し
ま

す
。
申
請
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
直

接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

現
在
、
最
大
で
２
万
円
分
の
マ
イ

ナ
ポ
イ
ン
ト
が
も
ら
え
る
、
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
第
２
弾
も
開
始
し
て
い
ま

す
。
本
人
確
認
書
類
と
し
て
だ
け
で

な
く
、
保
険
証
と
し
て
も
利
用
で
き

た
り
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

住
民
票
等
証
明
書
の
取
得
に
も
利
用

で
き
ま
す
。

▽
日
時

９
月
３
日
㈯
・
４
日
㈰
・

10
日
㈯
・
11
日
㈰
・
17
日
㈯
～
19

日
㈪
・
23
日
㈮
～
25
日
㈰

午
前

10
時
～
午
後
５
時
30
分
（
１
人
約

15
分
）

▽
場
所

あ
き
る
野
ル
ピ
ア
１
階

特
設
会
場

▽
対
象

市
内
在
住
の
方

▽
持
ち
物

●
通
知
カ
ー
ド
に
付
属
し
て
い
る
申

請
書
ま
た
は
国
か
ら
送
ら
れ
て
き

た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
申

請
書
の
案
内
（
２
次
元
コ
ー
ド
付

き
の
申
請
書
）

※
申
請
書
の
再
発
行
も
で
き
ま
す
。

事
前
に
担
当
へ
申
し
出
て
く
だ
さ

い
（
平
日
の
み
）。

●
本
人
確
認
書
類
（
有
効
期
限
内
の

原
本
）

写
真
付
き
（
１
点
）
ま

た
は
写
真
な
し
（
２
点
）

＊
１
点
確
認
…
運
転
免
許
証
、
顔
写

真
入
り
住
基
カ
ー
ド
、
パ
ス
ポ
ー

ト
、
身
体
障
害
者
手
帳

な
ど

＊
２
点
確
認
…
健
康
保
険
証
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
証
、
介
護
保
険

証
、
年
金
手
帳
、
年
金
証
書
、
生

活
保
護
受
給
者
証

な
ど

▽
注
意
事
項

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番

号
カ
ー
ド
）
は
、
総
務
省
の
外
郭

団
体
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
情
報

シ
ス
テ
ム
機
構
（J-L

IS
)

が
一
括

し
て
発
行
を
し
て
い
ま
す
。
市
役

所
で
の
交
付
は
、
発
行
さ
れ
た

カ
ー
ド
の
送
付
を
市
が
受
け
て
か

ら
に
な
り
ま
す
。
即
時
の
発
行
は

で
き
ま
せ
ん
。

●
引
越
し
の
予
定
が
あ
る
場
合
な
ど

で
、
申
請
を
し
た
と
き
の
住
所
と

交
付
を
受
け
る
時
の
住
所
が
異

な
っ
て
い
る
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
（
市
内
の
引
越
し

で
あ
る
場
合
を
除
く
）。

▽
そ
の
他

今
回
の
実
施
日
以
外
の

平
日
（
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後

１
時
～
４
時
30
分
）
は
、
市
役
所

１
階
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ホ
ー
ル

で
、
申
請
の
お
手
伝
い
を
実
施
し

て
い
ま
す
（
予
約
不
要
）。

▽
問
合
せ

市
民
課
市
民
窓
口
係
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
専
用
（
☎
５
１

８
・
７
２
６
１
）

市
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
コ
ン
ビ
ニ

用
バ
ー
コ
ー
ド
を
利
用
し
た
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
決
済
サ
ー
ビ
ス
に
加
え
、

「
ｄ
払
い
請
求
書
払
い
」
「J-C

oin

請
求
書
払
い
」
「F

am
iP

ay

請
求
書

支
払
い
」
の
利
用
を
開
始
し
ま
す
。

▽
対
象

市
・
都
民
税
（
普
通
徴

収
）、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保

市
税
等
の
納
付
に

「
ｄ
払
い
請
求
書
払
い
」

「J
-C
o
in

請
求
書
払
い
」

「Fam
iP
ay

請
求
書
支
払
い
」

が
利
用
で
き
ま
す

「
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
」
は
、

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
や
所
得
額
が

一
定
基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
の

生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年
金
に

上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

給
付
金
の
受
取
に
は
、
請
求
書
の

提
出
が
必
要
で
す
。
期
日
ま
で
に
提

出
す
る
と
、
10
月
分
か
ら
受
け
取
れ

ま
す
。

新
た
に
対
象
と
な
る
方
へ

日
本
年
金
機
構
か
ら

案
内
を
送
付
し
ま
す

▽
対
象

●
65
歳
以
上
で
老
齢
基
礎
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方
の
う
ち
、
年
金
収

入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合
計
が

約
88
万
円
以
下
で
、
世
帯
員
全
員

が
住
民
税
非
課
税
の
方

●
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金

を
受
給
し
て
い
る
方
の
う
ち
、
前

年
の
所
得
額
が
約
４
７
２
万
円
以

下
の
方

▽
請
求
手
続
き

案
内
に
同
封
の
は

が
き
（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

請
求
書
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

目
隠
し
シ
ー
ル
と
切
手
を
貼
り
、

送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
令
和
５
年
１
月
４
日
ま
で
に
請
求
手

続
き
が
完
了
し
な
い
と
、
令
和
４

年
10
月
分
か
ら
令
和
５
年
１
月
ま

で
の
給
付
金
を
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。

問
合
せ

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
（
☎
０
５
７
０
・
05
・
４
０
９

２
）、
青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０

４
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）、
保

険
年
金
課
年
金
係

険
税
、
学
童
ク
ラ
ブ
育
成
料
、
学

童
ク
ラ
ブ
延
長
育
成
料
、
保
育

料
、
市
立
保
育
所
給
食
納
付
金
、

給
食
納
付
金
（
小
・
中
学
校
分
）

▽
そ
の
他

バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ

れ
て
い
な
い
納
付
書
で
は
、
納
付

で
き
ま
せ
ん
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

決
済
サ
ー
ビ
ス
は
、
領
収
証
書
が

発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。
利
用
上
の
注

意
事
項
な
ど
は
、
各
サ
ー
ビ
ス
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▽
問
合
せ

徴
税
課
徴
税
係
、
子
ど

も
政
策
課
児
童
館
係
、
保
育
課
保

育
係
、
学
校
給
食
課
秋
川
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
係

道
整
復
な
ど
の
施
術
を
含
む
）
の

場
合
、
医
療
保
険
の
自
己
負
担
分

か
ら
一
部
負
担
金
（
１
回
２
０
０

円
上
限
）
を
控
除
し
た
額
を
助
成

し
ま
す
。

※
食
事
療
養
標
準
負
担
額
を
除
く
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

対
象
児
童

の
健
康
保
険
証
、
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※
そ
の
他
要
件
に
よ
り
、
必
要
と
な

る
書
類
が
あ
り
ま
す
。

▽
申
請
・
問
合
せ

子
ど
も
政
策
課

子
ど
も
政
策
係
、
五
日
市
出
張
所

市
民
総
合
窓
口
係
（
申
請
の
み
）

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
（
マ
ル

乳
）
は
、
所
得
の
制
限
が
あ
り
ま
せ

ん
。
マ
ル
乳
の
医
療
証
を
お
持
ち
で

な
い
方
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制

度
（
マ
ル
子
）
は
、
前
年
の
所
得
を

基
に
該
当
の
可
否
を
審
査
し
ま
す
。

現
在
、
所
得
の
制
限
に
よ
り
マ
ル
子

の
医
療
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
で
、

令
和
３
年
中
の
所
得
が
表
の
制
限
額

を
超
え
て
い
な
い
方
は
、
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

※
マ
ル
乳
と
マ
ル
子
は
、
毎
年
10
月

１
日
で
新
し
い
医
療
証
に
切
り
替

わ
り
ま
す
。
現
在
、
マ
ル
乳
や
マ

ル
子
の
医
療
証
を
お
持
ち
の
方

で
、
10
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き

該
当
す
る
方
は
、
９
月
末
ま
で
に

新
し
い
医
療
証
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
新
た
に
申
請
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

※
有
効
期
限
が
切
れ
た
医
療
証
は
、

破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
対
象

●
マ
ル
乳
…
小
学
校
就
学
前
の
乳
幼

児
●
マ
ル
子
…
父
か
母
の
所
得
（
ど
ち

ら
か
高
い
方
）
が
制
限
額
を
超
え

て
い
な
い
、
小
学
校
１
年
生
か
ら

中
学
校
３
年
生
ま
で
の
方

※
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
方
、

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
（
マ
ル

障
）
の
医
療
証
（
負
担
者
番
号
８

０
１
３
７
４
９
０
）
か
、
ひ
と
り

親
家
庭
等
医
療
費
助
成
（
マ
ル

親
）
の
医
療
証
（
負
担
者
番
号
８

１
１
３
７
４
９
９
）
を
お
持
ち
の

方
は
対
象
外
で
す
。
現
在
受
け
て

い
る
制
度
を
引
き
続
き
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

▽
助
成
内
容
な
ど

●
マ
ル
乳
…
疾
病
や
負
傷
に
係
る
医

療
保
険
の
自
己
負
担
分
を
助
成
し

ま
す
。

●
マ
ル
子
…
入
院
、
調
剤
、
訪
問
看

護
の
場
合
、
医
療
保
険
の
自
己
負

担
分
を
助
成
し
ま
す
。
通
院
（
柔

▽
日
時

９
月
23
日
㈮

午
後
１
時

30
分
～
３
時

▽
場
所

あ
き
る
野
ル
ピ
ア
３
階
産

業
情
報
研
修
室

▽
講
師

薬
剤
師

▽
対
象

市
内
在
住
・
在
勤
の
方

▽
定
員

15
人
（
申
込
み
順
）

▽
そ
の
他

当
日
の
検
温
と
マ
ス
ク

着
用
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
体
調
が
優
れ
な
い
方
は
、
参

加
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
方
法

９
月
２
日
㈮
か
ら

電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

東
部
高
齢
者

は
つ
ら
つ
セ
ン
タ
ー
（
☎
５
５

９
・
１
３
２
０
）

▽
担
当
課

高
齢
者
支
援
課
高
齢
者

支
援
係

市議会９月定例会議予定表
月　日 会議名 内　容

　９月１３日（火）本会議（初日） 議案審議など

　９月２６日（月）
総務委員会、環境建設委

員会 付託案件審査など

　９月２７日（火）福祉文教委員会

１０月　３日（月）本会議（2日目）

一般質問
１０月　４日（火）本会議（3日目）

１０月　５日（水）本会議（4日日）

１０月　６日（木）本会議（5日日）

１０月１１日（火）決算特別委員会

付託案件審査など１０月１２日（水）決算特別委員会

１０月１３日（木）決算特別委員会（予備日）

１０月１４日（金）本会議（最終日）
委員長報告、

議案審議など

＊午前９時３０分から開会します。

＊環境建設委員会は、午後１時３０分からの開会を予定しています。

＊会議の日程等は変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。

＊請願・陳情の提出期限は、９月６日（火）です。

○問合せ　議会事務局

表　義務教育就学児医療費助成制度所得制限額

扶養人数 所得制限額

０人 ６２２万円

１人 ６６０万円

２人 ６９８万円

３人以上 １人につき３８万円加算

※条件により所得から控除できる金額があります。

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和４年（2022年）９月１日 （2）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
の
お
手
伝
い

〜
あ
き
る
野
ル
ピ
ア
に
お
越
し
く
だ
さ
い
〜

「
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
」請
求
手
続
き
は
お
早
め
に
！

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度（
マ
ル
乳
）と
義
務
教
育
就
学
児

医
療
費
助
成
制
度（
マ
ル
子
）の
申
請
は
お
済
み
で
す
か

介
護
教
室

「
薬
に
つ
い
て

学
び
ま
せ
ん
か
？

〜
薬
局
や
薬
剤
師
の

活
用
方
法
な
ど
〜
」


